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(57)【要約】
【課題】構造が簡素でケースの開口部に対して寸法的に
大きな電子部品を実装したカバーを組み込むことができ
る電子機器の筐体装置を提供する。
【解決手段】開口部２１の一辺部２１ａに凹溝または凸
条からなる係止部２２が形成され、内部に電子部品４が
収容されるケース２と、一辺部３ａに上記係止部に係合
する凸条または凹溝からなる係合部３３が形成され上記
開口部を塞ぐカバー３を備え、上記カバーは、上記電子
部品の少なくとも一部を保持すると共に、上記開口部に
装着する際に上記係止部に上記係合部を係合させた状態
で該係合部分の周りに回動され上記開口部を塞ぐように
した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部の一辺部に凹溝または凸条からなる係止部が形成され、内部に電子部品が収容さ
れるケースと、一辺部に上記係止部に係合する凸条または凹溝からなる係合部が形成され
上記開口部を塞ぐカバーを備え、上記カバーは、上記電子部品の少なくとも一部を保持す
ると共に、上記開口部に装着する際に上記係止部に上記係合部を係合させた状態で該係合
部分の周りに回動され上記開口部を塞ぐようにしてなることを特徴とする電子機器の筐体
装置。
【請求項２】
　上記ケースは上記開口部よりも奥行側における上記係止部が形成された一辺部に平行に
連なる側壁部を該ケースの外方に突出させた突出部を有してなり、上記カバーを上記開口
部に装着したときに上記電子部品が上記突出部に収納されることを特徴とする請求項１記
載の電子機器の筐体装置。
【請求項３】
　上記カバーは、上記係合部が形成された一辺部を頂部とする断面Ｌ字形に折曲された板
状に形成されていることを特徴とする請求項２記載の電子機器の筐体装置。
【請求項４】
　上記凹溝及び上記凸部は円弧状の曲面を用いたものであることを特徴とする請求項１か
ら請求項３の何れかに記載の電子機器の筐体装置。
【請求項５】
　上記ケースの上記開口部に、上記カバーが上記開口部に被装されたときに互いに当接す
るケース当接部を有することを特徴とする請求項１から請求項４の何れかに記載の電子機
器の筐体装置。
【請求項６】
　上記カバーは、上記開口部における上記一辺部の対辺部に凸部または凹部からなる止部
を備え、上記ケースは、上記開口部における上記一辺部の対辺部に上記止部に係合する凹
部または凸部からなる固定部を備え、上記カバーを上記ケース当接部に当接させたときに
上記カバーの上記止部が上記ケースの上記固定部に係合されることを特徴とする請求項５
記載の電子機器の筐体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子部品が収納された電子機器の筐体装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品が収納された電子機器を構成する従来の一般的な筐体装置として、電子部品を
収納する表ケースと裏ケースとの間にゴムパッキンを配設させ、表ケースと裏ケースを接
合させるように構成されたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平２－１２８５２１号公報（第２頁、第２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような従来の電子機器の筐体装置においては、断面略コ字形の表ケースと裏ケー
スを接合させるので構造が複雑で、組立時に工数が増えるという課題があった。また、電
子部品を実装した裏ケース（カバー）の寸法がケースの開口部の寸法より大きいものをス
ライドさせて組み込む場合には、組み付けが困難であるという課題があった。
【０００５】
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　本発明は、上記のような従来技術の実状に鑑みてなされたもので、構造が簡素でケース
の開口部に対して寸法的に大きな電子部品を実装したカバーを組み込むことができる電子
機器の筐体装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る電子機器の筐体装置は、開口部の一辺部に凹溝または凸条からなる係止部
が形成され、内部に電子部品が収容されるケースと、一辺部に上記係止部に係合する凸条
または凹溝からなる係合部が形成され上記開口部を塞ぐカバーを備え、上記カバーは、上
記電子部品の少なくとも一部を保持すると共に、上記開口部に装着する際に上記係止部に
上記係合部を係合させた状態で該係合部分の周りに回動され上記開口部を塞ぐようにして
なることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明においては、電子部品を保持したカバーを開口部に装着する際に、ケースの係止
部にカバーの係合部を係合させた状態で該係合部分の周りに回動して開口部を塞ぐように
したので、構造が簡素で、開口部に対して電子部品を実装したカバーが寸法的に大きな場
合でも効率的に組み込むことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電子機器の筐体装置を示す斜視図である。
【図２】図１に示された筐体装置の分解斜視図であり、ケースと電子部品を保持したカバ
ーを示している。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線を含む鉛直面における矢視断面図であり、要部構成のみ
示している。
【図４】図１に示された電子機器の筐体装置の組立動作を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　以下、本発明の実施の形態１に係る電子機器の筐体装置について図を参照して説明する
。なお、図１は本発明の実施の形態１に係る電子機器の筐体装置を示す斜視図、図２は図
１に示された筐体装置の分解斜視図であり、ケースと電子部品を保持したカバーの関係を
示している。図３は図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線を含む鉛直面における矢視断面図であり、要
部構成のみ示している。図４は図１に示された電子機器の筐体装置の組立動作を説明する
図である。
【００１０】
　図において、電子機器の筐体装置１は、有底四角筒状に形成された開口部２１を有する
ケース２と、電子部品４が装着された開口部２１を被装するカバー３とを組み合わせて構
成される。ケース２における開口部２１の一辺部２１ａには、図３に示すように凹溝から
なる係止部２２が形成されており、該係止部２２は円弧状の曲面形状をなしている。また
、ケース２は開口部２１よりも奥行側における、一辺部２１ａに平行に連なる側壁部を該
ケース２の外方に突出させた突出部２３を有しており、該突出部２３には窓２３ａが設け
られている。
【００１１】
　カバー３はこの例では断面Ｌ字形に折曲された板状に形成されており、ケース２に対す
る被装時に蓋の機能を有する主面部３１と、被装時にケース２の内部に入り込み、電子部
品４を保持する機能を有する保持部３２が形成されている。図３に示すように、該カバー
３の一辺部３ａを形成するＬ字状の角部の外角側には、上記係止部２２に所定の角度範囲
で回動可能に係合する凸条からなる係合部３３が設けられ、該係合部３３は回動が滑らか
に行われるように円弧状の曲面形状をなしている。
【００１２】
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　ケース２の開口部２１の両側部には、カバー３をケース２に被装させたときにカバー３
の主面部３１の裏面と当接する板状のケース当接部２１ｃが設けられている。また、上記
カバー３を構成する主面部３１における上記一辺部３ａに平行な対辺部３ｂには、凸部か
らなる止部３４が離間された２箇所に設けられている。そして、上記ケース２の開口部２
１における上記一辺部２１ａに平行な対辺部２１ｂには、上記止部３４に係合する凹部か
らなる固定部２４が２箇所に設けられており、カバー３の主面部３１をケース当接部２１
ｃに当接させたときに上記止部３４がケースの固定部２４に係合されるように構成されて
いる。
【００１３】
　上記電子部品４の種類や収容数などは特に限定されるものではないが、この例では図２
の上面部に表示部４１を有し、収容時にケース２の窓２３ａから表示内容が視認できるよ
うに構成された表示モジュールが一体化された計量器を構成するデバイスが用いられてい
る。また、電子部品４に接続される信号導体などは図示を省略しているが、一例としては
保持部３２及び主面部３１を貫通して筐体装置１の外部に導出される。さらに、ケース２
の内部空間２ａ部には、図示省略している他の電子部品類やケーブル類等が必要に応じて
Ｌ字状のカバー３の内角側に実装されて収容される。この他、内部空間２ａにおける保持
部３２の回動範囲に干渉しない位置にも部品類を設置することができる。
【００１４】
　次に、上記の様に構成された実施の形態１の動作について、図４を参照して筐体装置１
の組み立て順に沿って説明する。なお、電子部品４は予めカバー３の保持部３２に図２の
ように実装されているものとする。
【００１５】
（１）まず、カバー３を、その一辺部３ａが最上部となるように主面部３１を斜めに保持
して、ケース２の開口部２１方向に図２の矢印Ａ方向にスライド移動させ、開口部２１の
凹溝からなる係止部２２に対して、カバー３の凸条からなる係合部３３を図４のように係
合させる。
（２）次に、係止部２２と係合部３３の係合部分を支軸として、カバー３を図４の矢印Ｂ
の方向に回動させてケース２の開口部２１を塞ぐようにケース２に装着する。
（３）次に、ケース２の固定部２４に対して、カバー３の止部３４を係合させる。
【００１６】
　このとき、凸部からなる止部３４は、固定部２４を有するケース２の対辺部２１ｂを外
側に弾性変形させて凹部からなる固定部２４に嵌合される。この動作と同時に、カバー３
の主面部３１の両側部裏面がケース当接部２１ｃに当接され、かつ、保持部３２に取り付
けられた電子部品４は、その表示部４１がケース２の窓２３ａに入り込んだ図３に示す状
態で収容されて組立が完了する。
【００１７】
　上記のように構成された実施の形態１においては、有底四角筒状に形成されたケース２
に対して電子部品４が装着された開口部２１を被装するカバー３を回動させて嵌挿する構
造にしたので、構造が簡素であると共に、開口部２１の寸法Ｌ（図２に図示）に対して電
子部品４を実装したカバー３が寸法的に大きな場合でも効率的に組み込むことができる。
　また、ケース２の係止部２２とカバー３の係合部３３が円弧状の曲面形状であるので、
回動がスムーズである。
【００１８】
　また、カバー３をケース２に被装させたときに、ケース当接部２１ｃとカバー３の主面
部３１の両側部が当接されるので、容易に気密構造を構成することができる。また、ケー
ス２の固定部２４に対して、カバー３の止部３４を係合させるようにしたことにより、カ
バー３がケース２に簡素な構造で保持される。さらに、自動組立機による組立も容易にで
きるほか、製品の分解、分離も容易である。
【００１９】
　なお、上記実施の形態では、ケース２側の係止部２２を凹溝によって構成し、カバー３
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側の係合部３３を凸条によって構成したが、その逆に、係止部２２を凸条に、係合部３３
を凹溝にしても良い。なお、図３の上側の拡大円に示すように、係止部２２を構成する凹
溝を円弧状に形成する場合、溝の最底部に対する該溝の頂部の高さを、内側よりも外側が
低くなるように非対称にしても良い。その場合、係合部３３を係止部２２に係合しやすく
できる。また、凹溝とその相手側の凸条を構成する曲面の角度を１８０度を若干超える程
度に広げ、凸条が相手側の凹溝にスナップフィットによって入り込むように係合させても
良い。その場合、カバー３を回動させるときの軸となる係合が確実となる。
【００２０】
　また、ケース２の固定部２４を凹部によって形成し、カバー３の止部３４を凸部によっ
て形成したが、その逆に、固定部２４を凸部によって形成し、カバー３の止部３４を凹部
によって形成しても良い。さらに、例えばケース２の形状を変更し、密閉度を上げるため
に開口部２１の周囲にパッキングを介装し、窓２３ａに透明板を設置し、あるいは窓２３
ａを廃止するなど種々の変形や変更が可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００２１】
　１　筐体装置、　２　ケース、　２ａ　内部空間、　２１　開口部、　２１ａ　一辺部
、　２１ｂ　対辺部、　２１ｃ　ケース当接部、　２２　係止部、　２３　突出部、　２
３ａ　窓、　２４　固定部、　３　カバー、　３ａ　一辺部、　３ｂ　対辺部、　３１　
主面部、　３２　保持部、　３３　係合部、　３４　止部、　４　電子部品、　４１　表
示部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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